
戦後 80 年 未来につなぐ平和憲法 

憲法理念の実現を目指す第 62 回大会アピール 

2025 年は戦後 80 年、敗戦 80 年、被爆 80 年を迎えました。国内外を問わず、日本国憲法に謳われ

ている「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにする（平和主義）」、「主権が国

民に存する（主権在民）」、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない（基本的人権の尊重）」、

この三原則が、今こそ最も重要であると痛感する社会情勢となっています。私たちがこの間、一貫し

て共有してきた理念は、決して揺らぐことのない信念として生活に根づき、もはや当たり前のよう

になったと錯覚を起こしてしまっていたのかもしれません。 

パレスチナ・ガザへの一方的な殺戮行為、ロシア・ウクライナ戦争など、世界での戦争行為を終結

させられず、核兵器使用や核実験実施が、威嚇や交渉の材料として用いられています。国内において

も、軍備拡張を強硬におし進める日本政府や、非核三原則の見直し、核共有といった話が政治の場で

聞こえてくるようになりました。加えて、特に外国人をターゲットとした差別・排外主義を声高に主

張する政党が、選挙において一定の得票を得る事態にまで至っています。「選択的夫婦別姓」につい

ては国会で議論されたものの、保守強硬派の高市政権の誕生により法制度化は大変厳しい情勢にあ

ります。 

26 年にわたった自民党・公明党の連立政権に終止符が打たれ、自民党・日本維新の会の連立へと枠

組みが変わりました。先の参議院選挙で議席数を伸ばした参政党などを加えた改憲勢力が多数の議

席を有する現状において、憲法「改正」が前のめりに議論されることへの引き続きの警戒感を持ち続

ける必要があります。国会における憲法審査会の動向を注視するともに、生活改善に速やかにつな

がる政策の実現こそが重要であると、広く訴えていく必要があります。 

どれだけ多くの犠牲を払ったうえで、私たちはこの日本国憲法を手に入れたのでしょうか。戦争

体験者・被爆者がこの間、必死に訴えてきた「私たちと同じ思いを世界中の誰にもしてほしくない」

という思いに、一人ひとりの命の尊厳に、私たちは向き合えているのでしょうか。そのことが今、問

われているのです。 

憲法理念の実現をめざす第 62 回大会は、全国各地から多くの参加者が神奈川に集まり、憲法理念

の実現をめざすとはどういうことなのかを考え、議論を深めました。その大前提として、だれもが命

の心配をすることなく、平和な明日が訪れるというくらしが必要です。世界中のどこでもそれを享

受できるよう、日本国憲法の理念の実現をめざす「不断の努力」こそが求められています。過去の歴

史から学び、現状の認識を深め、想像力を働かせて未来を切り開く、その中心にある今をどう行動し

ていくのか、ともに考えていきましょう。一人ひとりの意識を高めるとりくみを継続して行うこと

が必要です。この大会に集まった、同じおもいを共有する参加者でそのことを確認し、大会アピール

とします。 
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